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1. はじめに

　コミュニティによる森林管理（CFM）

はグリーン経済の実現に重要な役割を果

たす。木材等の原料や食料、薬用植物を

供給し、水源涵養や生物多様性の保全と

いった環境上の機能を果たすことで、社

会福祉や多くの人々の生計に貢献し、さ

らには炭素固定と蓄積により、気候変動

の緩和という目標達成に極めて重要な役

割を果たすためである（UNEP 2011）。

　森林の管理は、従来は木材生産、水資

源と土壌の保護、生物多様性の保全をは

じめとする多様な目的のために行われて

きた。地域社会に関して言えば、上記に

加えて食料や医薬品の供給や、森林から

得られる様々な文化的、精神的、審美

的サービスも考慮する必要がある。人

為的な温室効果ガス（GHG）排出のおよ

そ 17% が森林の減少に起因すると考え

られることから、森林を管理する目的の

一つに気候変動の緩和が加わり、森林

の世界的重要性が叫ばれるようになっ

た。こうした中、国連気候変動枠組条約

（UNFCCC）の締約国は REDD+ という開

発途上国に気候変動の緩和を目的とする

森林保護に取り組むためのインセンティ

ブを与えるという国際的な制度の発足

に向けて動いている。REDD+ とは、「森

林減少及び森林劣化に由来する温室効

果ガス排出削減（REDD）と森林の炭素蓄

積量の維持と向上」（+）」を指す用語で、

UNFCCC 締約国は現在、REDD+ 実施に

伴う一連の環境・社会セーフガードにつ

いて交渉中である（UNFCCC 2010: 付属

書 1）。CFM が REDD+ の設計と実施に

一定の役割を果たすことができるといえ

要　旨

•   コミュニティによる森林管理（CFM）プログ
ラムは REDD+ とグリーン経済の実現に一定
の寄与をなし得るが、そのためには適正なコ
ミュニティを選定するための条件、コミュニ
ティの伝統的制度を森林管理及び意思決定プ
ロセスに組み込むための柔軟な枠組み、森林
の利用権の明確化など、一定の条件を満たし
ている必要がある。CFM プログラムは森林
資源の有効利用の推進、自然資本の維持と回
復に寄与し、気候変動の緩和だけでなく、気
候変動への適応に関する能力強化、社会的公
正の推進による貧困の撲滅を目標とする。

•   CFM は REDD+ の実施に向けた知見とアイ
デアを供するという意味でも重要である。
地域のステークホルダーを支援するにはど
のような法律や規則が必要か、森林からあ
がる利益をいかに分配するか、紛争を解決
するためにはどのような制度が適切か、と
いった諸問題に対処するための経験を豊富
に示してくれる。

•   現状の CFM プログラムは強化の必要性が
ある。CFM の監視役ではなく推進者として
の役割を果たすために政府機関の能力強化
が必要である。また規範間の矛盾をなくし、
CFMの法的基盤を強化しなければならない。

•   エリート層による恣意的決定を避けるには、
CFM プログラムの制度的な改革が必要である。

•   環境・社会セーフガードの機能を維持するに
は、自由意思に基づき、十分な情報を与えら
れた上での事前合意（FPIC）を尊重したプログ
ラムを進める必要がある（REDD+ の内容、役
割と責任、REDD+ の潜在的なメリット、デ
メリット、リスク等の地域住民への周知な
ど）。REDD+ の強化は、FPIC に基づき、地
域住民と REDD+ に関わる他の関係者の間に
関係を築くことによって初めて可能になる。
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るのは、こうした背景による。

　本章では、インド、ネパール、カンボジア、ベトナム、フィリピン、インドネシアのア

ジア太平洋地域の 6カ国を取り上げ、国の進める CFM プログラムが最近どのように進展し

たか、またその進展にはどのような特性が見られるかを検討する。この 6カ国を選んだの

は 2 つの理由による。まず国土面積が広いこと、次に政府が進める CFM プログラムの進

捗度が国によって異なることである。ネパール、カンボジア、フィリピンは取り組みが比

較的進んでおり、森林権法をもつインドネシアとインドは先住民族や山間部で暮らす住民

との間に生ずる問題に取り組もうとしている段階にある。ベトナムは法律こそ整備されて

いるが、国レベルの CFM プログラムは未整備で、パイロットレベルで策定中の段階にある。

　本章の主要な課題は、CFM は REDD+ に多大な貢献をなし得るのか、またそのための

方策とは何か、という疑問に答えることである。そのために、最近行われた法的枠組み

の改革の内容と、様々な CFM プログラムの森林ガバナンスに付随する諸問題への対処策

の特性を検証していく。諸問題とは、例えばコミュニティが適格とみなされるための要

件、現地の意思決定のあり方に及ぼす影響、所有権の及ぶ範囲とその保障等である（Ostrom 
1999）。こうした基準を重視するのは以下のような理由による。適格要件を厳格にすると、

本来的に林地や資源を利用する権利を要求できる者が締め出されてしまう場合があるこ

と、厳格な方式を採用すると、コミュニティが何世代もかけて育んできた土地ごとの森林

管理のあり方に対応できなくなり、コミュニティに「不自然な」制度を課してしまう場合が

あること、森林利用権を過度に制限したり、明確な定義を与えないままにしておくと、コ

ミュニティに長期的な視野で森林保護に取り組ませるためのインセンティブが不十分とな

る場合があることなどである。本章ではこうした問題の分析を通して、国が進める CFM
モデルが REDD+ にどのような貢献をなし得るかを評価する。なお本章は以下のような想

定に依拠している。それは、CFM は REDD+ に貢献し、森林資源の価値や森林が果たす環

境上の機能を強化し、人間生活の質の改善に貢献するという意味で、グリーン経済の実現

に好ましい影響を与えることができる、という想定である。

　本章は、5 つのセクションに分かれている。第 2セクションでは、最近行われた CFM プ

ログラムの法制改革がどのような状況で実施されたかを述べる。第 3セクションでは、論

文に紹介された事例の中から数例を選んで、各 CFM プログラムの長所と短所を検証する。

その方法としては、法律と規則の内容の検討（デジュリ・アプローチ）、実際の適用方法の

検討（デファクト・アプローチ）という 2 つの手法をとる。ただし、法令や規則がどのよう

な考え方に基づいて策定されているか、そうした考え方が実際の法制にどのように適用さ

れているかを詳細に分析することは、本章の範囲外である。

　第 4セクションでは、REDD+ は国が進める CFM プログラムで実現可能か、可能ならそ

の方策とはどのようなものか、という問題を取り上げる。そのためには、各 CFM プログ

ラムが導入された経緯やその長所と短所を整理し、REDD+ の活動の内容とその要件を理

解しておかなければならない。最終セクションではこうした分析に基づき、コミュニティ

が管理する森林全体で REDD+ を実現するための政策提言を行う。

2. アジア太平洋諸国の CFM の進捗状況：法制革新としての CFM

　CFM は、世界各地で数世紀にわたって見られる（Sam and Shepherd 2011）。アジア各地で

成立した植民地と国家主体の天然資源搾取制度は、先住民族から生活手段である資源の入

手手段を奪い、慣習的な森林管理制度の力を徐々に骨抜きにし、時には壊滅させてしまう

ことさえあった。後に様々な国が独立を勝ち取ると、国有化の過程を通じて政府が植民地

の森林の所有権を主張したため 1、CFM はさらに下火になった。森林が国営企業に割り当
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てられた、もしくは民間投資家に森林の利用権が譲渡されたためである。しかもそれは往々

にして根深い汚職構造を通して行われた（Poffenberger 2006; Noordwijk et al. 2007; Walpole 
and Annawi 2011）。

　東南アジア諸国における森林の権益制度を通じた技術主義に基づく森林管理の考え方

は、1970 年代以降、多数の学者や専門家から持続不可能であるという指摘を受けている。

社会不安を静め、より環境に優しい森林管理を行うためには、地域住民が森林管理に参加

する必要がある、というのがその主張である（Fisher et al. 2007）。森林の監督官としてのコ

ミュニティに対する政府の態度は、いまだに矛盾は見られるものの、1970 年代以降から変

わり始めた。1978 年には環境的・社会的懸念の高まりを受け、森林を扱う専門家が中心と

なって、ジャカルタで世界林業会議が開催され、地域コミュニティが森林管理に参加する

ことを強く支持するアイデアが数多く見受けられた。そのほとんどは劣化した森林を再生

するためのアイデアであった（Sam and Shepherd 2011）。この会議は東南アジア諸国の地域

住民による林業に対する見方に画期的な転換をもたらし、以後は年々支持が増えていった

と思われる。そのため各国政府は地域コミュニティに一定の森林利用権を与える林業の形

態を模索し始めた。ただし、その多くは、劣化が進行し、伐採が過度に進んだ林地で実施

され、産業用木材の育成を目的とした取り組みであった。これらのモデルはその後数十年

の試行錯誤を通じて発展し、中心的な課題が土地の再生と地域福祉の向上に移った結果、

現在では広大な面積の森林が、複数の目的から、コミュニティによって管理されている

（Poffenberger 2006）2。

　初期段階においては、コミュニティに天然資源の管理を任せると、資源利用者が自分自

身の利益のために誤った方法で資源を取り扱うことになり、結果的に資源が枯渇するとい

う想定が研究者の間にもあったが（Hardin 1968; Hardin 1982）、過去 20 年間の研究は、これ

に反し、コミュニティには森林（共有資源）を管理する能力があることを明らかにした。た

だし、政策的な枠組みが現地の条件に適合し、地域住民自身によるガバナンスを可能にす

ること、なおかつ地域住民が森林資源を管理することで得られる利益を把握することがそ

の前提である（Ostrom 1990; Dietz et al. 2003; Chhatre and Agrawal 2008; Ostrom 2009）。

　表 5.1 に本章で取り上げる国の CFM に関連する主な統計情報をまとめた。フィリピンが

早くから CFM 推進に努め、森林の総面積の 35% 以上が CFM に割り当てられたことがわ

かる。しかしながら、CFM に対する支援の増大や先住民族の持つ権利の認識、先祖代々の

土地の継承が進んだのと時を同じくして、同国は木材の純輸入国に転落し、森林の商業的

価値は失墜した。同様の現象はカンボジアでも見られた（Heng and Sokhun 2005）。同国では

CFM が導入される前に、大規模な森林資源の搾取が行われた。インドネシアには依然広大

な森林があり、その 33% に森林の利権が割り当てられている。しかし残念ながら、インド

ネシアもフィリピンとカンボジアのたどった道を進んでいるように見うけられる。政府が

コミュニティ林（HKm）プログラムに基づいて最初に CFM を適用した地域が、過去に森林

利権が割り当てられた荒廃地であったためである。
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表 5.1  森林、人口、CFM

森林統計 a カンボジア インドネシア フィリピン ベトナム インド c ネパール e

総面積
（ヘクタール）

18,100,000 181,100,000 30,000,000 33,000,000 328,730,000 14,300,000

森林と区分されて
いる土地の総面積

10,500,000 135,900,000 15,880,000 19,000,000 77,470,000 5,500,000

実際に森林に覆わ
れている面積

9,300,000 104,700,000 5,490,000 11,000,000 67,830,000 3,636,000

CFM 面積 720,000 590,000 5,900,000 2,350,000 22,000,000d 1,653,0001

（総森林面積に占
める割合） 7% 0.43% 37% 12% 28% 30%
利権の委譲された
森林面積

4,200,000 49,000,000 - - - -

平均年間森林減少率
（1990 ～ 2005 年）b 1.4% 1.8% 2.6% -2.2% -0.4% 1.9%
人口統計 b

総人口 14,000,000 226,000,000 88,000,000 85,000,000 1,125,000,000 28,000,000
地方人口 11,060,000 113,000,000 31,680,000 62,050,000 798,750,000 23,240,000
注：1 参照：http://www.dof.gov.np/index.php?option=com_content&view=article&id=95&Itemid=121
出典： a アジア森林ネットワーク、b 世界銀行リトルグリーンデータブック2009 年版、c Saigal et al.（2008）、

d Pai and Datta（2006）、e Acharya（2002）

　CFM は本当の意味での改革的な制度ではない。世界各地で、数千年とは言わないまでも、数

百年にわたって行われてきたからである（Sam and Shepherd 2011）。ここで言う改革とは、国家が

法律と規則を見直し、先住民族や森林居住者に森林を管理する権利を与え、彼らが森林管理に果

たす役割の重要性を認めることを指す。本セクションでは、表 5.2 に示した各国が国家レベルで

進める既存の CFM の方式を、実施のための法的基盤と国家的制度という観点から簡潔に述べる。

表 5.2  各国の CFM プログラムの法的基盤
国 CFM プログラムの名称 法的基盤 担当行政機関

インド
共同森林管理（JFM） •  国家森林政策（1988 年）

州森林局
森林権法（FRA） •  森林権法（2006 年）1

ネパール 共同体林利用者組合（CFUG）
•  森林法（1993 年）
•  森林規定（1995 年）

地区森林庁

フィリピン 2 地域主体森林管理（CBFM）

•  憲法（1987 年）
•  執行命令 192（1987 年）
•  執行命令 263（1995 年）
•  先住民族権利法（1997 年）

•  環境天然資源省
  （DENR）
•  地方政府部局
  （LGU）

カンボジア 地域民森林管理（CFM）
•  森林法（2002 年）
•  CFM に関する閣僚会議令（2003 年）

森林局

ベトナム 地域民森林管理（CFM、パイ
ロット段階）

•  森林保護再生法（1991 年）
•  土地法（2003 年）

•  県／地区政府
•  コミューン

インドネシア

共同体林計画
（Hutan  Kemasyaraka tan、
HKm）

•  森林法（1999 年）
•  省令：SK 677/1998 年 3

•  政府規則 PP 6/1999 年 4

•  県政府
（Kabupaten）
•  林業省省（MoF）

村落林業計画
（Hutan Desa、HD）

•  森林法（1999 年）
•  林業省規則 P49/ Menhut-II/2008 年

•  村落（Desa）
•  県政府
•  州政府
•  林業省（MoF）

注： 1 名称：指定部族及び他の伝統的森林住民法
 2 参照：http://caraga.denr.gov.ph/CBFM%20Program.htm
 3 共同体林を管理する権利
 4 生産林における木材伐採権

出典：著者
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インド

　インドでは、1988 年の国家政策が森林保護と開発に関する地元住民への権限付与を強

力に後押しし、共同森林管理（Joint  Forest Management: JFM）という取り組みの実現につな

がった。これは地元住民に一部の森林管理活動への参加を認め、そこから生まれる利益

を分け合うことを目的とした政府の取り組みである（Pathak and Kothari 2010）。Pathak と 
Kothari （2009: 20）によると、「共同森林管理は森林管理への参加を制度化しておらず、引き

続きプロジェクト的な手法で実施されている。」それでも 1990 年以降、全州が共同森林管

理の方針を承認し、2006 年には 106,482 もの共同森林管理委員会（Joint Forest Management 
Committees : JFMC）が 28 州にまたがる 2,200 万ヘクタール以上の森林の保護に携わった

（Pai and Datta 2006）。2001 年には政令により共同森林管理に関する制度が改訂され、1990
年代前半に形成された自発形成型森林保護組織（Self Initiated Forest Protection Groups）に正

当な評価が与えられるようになった。とはいえ、政令はこうした組織を評価する際に従

うべき手続きを明確にしてこなかったため、行政上の障害は解消されていない（Mittra and 
Bhattacharya 2008; Bhattacharya et al. 2010）。

　インドは 2006 年に指定部族と森林居住者を対象に制定した法律、Scheduled Tribes and 
Other Traditional Forest Dwellers Act（森林権法：FRA）を公布したが、これは地域住民の持つ

森林利用権が法制化されなかったために、彼らが持つ林地とその資源の伝統的使用権が否

定されてきたという長年の不公正に対処するための法案である。同法は、伝統的に林地に

居住し、森林から生活の糧を得てきた指定部族 3 とその他の森林居住民コミュニティに森

林関連の権利があることを認め、それを付与している（Kothari et al. 2011a）。同法の承認は

議論の的となった。保守主義者と環境省は森林の減少と劣化を助長すると主張し、一方、

社会学者等は、森林に住む指定部族とその他の伝統的森林居住民との紛争につながると主

張した（Walpole et al. 2009）。さらに、社会開発諮問委員会は、FRA の効果が実施上の欠陥

によって弱体化しつつあり、指定部族と他の伝統的森林居住民の権利を従来以上に否定す

ることになっている事例も発生し、FRA の精神と実態には実質的な食い違いが出てきてい

る、という報告を出している 4。

ネパール

　ネパールは 1978 年に参加型森林管理という考え方を正式に打ち立て、パンチャヤット

森林とパンチャヤット保護林の運営規定を制定した。1989 年には林業セクターの基本計画

が採択され、コミュニティ林利用者グループ（CFUG）に国有林の相当部分を管理する権利

が与えられたことで、CFM の推進が活発になった。ネパールの法制度に関する進展で最も

重要だと考えられるのは、おそらく 1993 年の森林法と 1995 年の森林規定の制定であろう。

これによって CFUG が独立した自己統治型の事業体として制度化され、コミュニティ林業

が全国に拡大するきっかけとなったからである（Kanel 2007）5。一方で、これらの制度は土

地を持たず、季節ごとに移動し森林を利用する住民（特に高山地帯の住民）の伝統的森林利

用権を認めておらず、そうした住民にむしろ悪影響を与えた（Walpole et al. 2009: 95）。さら

に、政治家と現地有力者の根強い結びつきが貧困層や政治力の弱いコミュニティの権利を

阻害する要因となり、コミュニティ間に森林資源の利用に関する不平等が生じている（Malla 
2001）。

フィリピン

　フィリピンはネパールと同様、アジアにおけるコミュニティ林業実施の先進国に数えら

れている（Hartanto 2007）。1982 年には統合型社会林業政策を策定し、コミュニティに 25
年間の森林の利用権を与えた（Rebugio et al. 2010）。1995 年には 10 年におよぶコミュニティ

林業プロジェクトとスキームの試験的実施を反映させ、より地方分権・参加型・住民指向
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型の機構の確立を目指した地域住民による森林管理（CBFM） 政策に着手した。その後、地

域住民主体の森林管理戦略を実施するための規則を公布し、コミュニティ、地方政府、国

の責任を明確化した（Poffenberger 1999; Pulhin et al. 2007）。この政策転換が行われたのは伐

採ブームの直後である。フィリピンは過剰伐採の結果、熱帯木材の世界的な主要供給国か

ら木材の純輸入国に転落し、大部分の成木林が壊滅的な打撃を受け、あるいは完全に破壊

された（Pulhin et al. 2007; Rebugio et al. 2010）。

　同国は 1997 年に先住民族権利法（Indigenous Peoples Rights Act : IPRA）を制定し、コミュ

ニティ林業のさらなる発展を促すための法的基盤とした。先住民族の先祖代々から伝わる

土地の権利を保障し、経済的、社会的、文化的福祉を実現する責任が国にあることを、国

自身が認めたからである。しかしながら、先住民族権利法の施行によって、土地や水といっ

た資源の利用に関して地域住民の間に以前からあった紛争がかえって激化するという現象

が一部にみられた 6。

カンボジア

　1970 年代以前、カンボジアの森林はそれほど重大な危機に瀕することはなかった。とこ

ろが 1970 年代以降の内戦と政治の不安定によって、あらゆる形態の商業的森林管理が不

可能となった。しかし 1990 年代には、森林伐採権保有者が森林資源の主な利用者となった。

1998 年に中国が、1989 年にタイが木材伐採を禁止したこと、さらにベトナムでは森林資源

が枯渇したことで、カンボジアの森林に対する圧力は一層高まった。2001 年には森林伐採

権に起因する森林破壊が目に余るようになったため、同国は伐採の一時停止を宣言し、ほ

とんどの森林伐採権を取り消した（Heng and Scheyvens 2007）。

　1990 年代半ばにはドナー機関や国際社会からの圧力が一因となり、コミュニティが森

林の保護と管理の不可欠な担い手であることを政府は認め、林業セクター回復の手段の一

つとしてコミュニティ林業（CF） を採用した（Callister 1999; Heng and Shigeru 2002; Heng and 
Sokhun 2005）。同国はこれ以降、CFM の制度化に向けて舵を切った。2002 年の森林法では

2001 年の土地法に従ってコミュニティに権限を認め（Heng and Scheyvens 2007）、CF に関す

る閣僚会議令では、コミュニティの役割、義務、権利、組織のあり方、さらにコミュニティ

の監督と技術支援に関する政府組織の役割を規定した。ただし、木材から得られる利益が

政府、軍部、木材伐採権保有者に優先的に配分される傾向のあることが、CF の実施面での

障害となった。これはベトナムでも見られた傾向である（Sunderlin 2006）。

ベトナム

　ベトナム政府は 20 年間に及ぶ戦争（1955 ～ 1975 年）が終わると、広大な森林を国有化し、

森林資源の管理、開発、加工、流通に直接的に関わるようになった。国営の森林企業を設

立して産業用木材の生産を管理させ、農協、女性労組、青年団をはじめとする様々な団体

を組織して、それまでの制度に置き換えた。当時優先的に進められた政策は、伐採の強化、

焼畑農業の中止、少数民族の定住化促進である 7。住民による林業は抑圧の対象にならず

に存続したが、コミュニティは法的に認められた行政単位の最底辺に位置することから、

村落や集落による森林の管理は法制化されなかった（Sam et al. 2007）。また生産の割り当て

が持続可能な収穫のためでなく国家の要請に基づいて行われたため、森林の劣化が急速に

進行した。そのため政府はその対応策として、森林政策を大転換した。「国営の林業」から「家

族経営の林業」に舵を切ったのである（Sikor 1998）。その意図は土地を共同体や家族、個人

に割り当てることによって、家族をより積極的に森林管理に参加させ、森林の育成と再生

を図ることにある。

　1991 年の森林保護再生法の制定によって、生産林の利用権は家族と他の非政府団体に割
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り当てられることになったが、コミュニティ林業（CFM）が正式に認められたのは、ようや

く 2004年になってからである。しかしながら、コミュニティ林業の開発はいまだにパイロッ

トプロジェクトを通して行われている試験的段階であり、パイロット段階の後に正式な国

家プログラムが策定されることが望まれる（Wode and Huy 2009）。2003 年に制定された土地

法は、土地の管理と利用を規制するための法律で、コミュニティを土地利用者として組み

入れることによって、コミュニティ林業の実現に向けた法的基盤の整備を実現した。共同

体林保有権の合法性は 2004 年に認められ、森林保護・開発法（Law on Forest Protection and 
Development）が承認された。これらの法律は、ベトナムにおけるコミュニティ林業の成否

に極めて重要な役割を果たす。伝統的（地域の）森林管理制度を認知させるきっかけとなり、

地域住民の森林管理における地位を高めることで外部からの脅威から森林を守ることにつ

ながり、さらには援助組織による支援を引き出すからである（Nguyen et al. 2008）。

インドネシア

　インドネシアでは、森林資源は一貫して大物政治家と親しい有力者に割り当てられてき

た（Barr et al. 2006）。森林の利権は彼らに分配されただけでなく、1979 年から 1984 年まで、

特にジャワ島から島嶼部森林地帯への移民を積極的に奨励した（Arnold 2008）。こうした形

の土地の分配は、地元住民が元来から暮らす土地に居住する権利を認められないという事

態を招くことになった（Kusumanto and Sirait 2000; McCarthy 2000）。地元住民の排除は社会

不安を引き起こし、多数の暴動が発生したが、国家はそうした暴力紛争が起きた場合、経

済的利得を得ている側を擁護するのが通例であった（Colfer and Resosudarmo 2002）。同国で

1999 年に成立した森林法には、コミュニティに森林管理の権利を認める慣習法に関する条

項（第 9 条）があったが、コミュニティに森林の慣習的利用権を認めるか否かを決定する権

限は政府にあり、そうした慣習的利用権は森林法に抵触しない範囲内でしか適用されない

という条項があったことによって、この権利は実質的な効力を失った 8。

　1980 年代半ば以降、森林劣化の進行と森林をめぐる社会紛争の激化という問題に対応す

るため、政府はコミュニティと協力しながら森林管理を行うという形態の取り組みを試験

的に開始した。そうした協力が初めて形になって現れたのは、ジャワ島の政府の植林地で

住民に植栽木の間での栽培（間作栽培）を許可するという取り組みであった。ところが森林

被覆を増やし、地域住民の生計を向上するという観点からみると、その成果には見るべき

ものがなかった（Kusumanto and Sirait 2000）。この制度への住民参加の度合が改善されたの

は、国営の植林地から生産される木材の収益が増加し、コミュニティが利益を受け取るよ

うになってからである。Colchester（2002）によると、同国の CFM 導入に対する取り組みが

本格的に始まったのは、ようやく 1990 年代に入ってからである。次セクションでは政府

の CFM プログラム2 種類を取り上げる。コミュニティ林（Hutan Kemasyarakatan、HKm）プ

ログラムと村落林（Hutan Desa）プログラムである 9。

3. コミュニティ林業を規定する法律の主な内容

　本セクションでは、CFM プログラムの適格要件と、その制度上の工夫について論じる。

特に、組織や意思決定のあり方に土地ごとの実情にあわせるための余地がどの程度設けら

れているか、という点に注意して見ていく。加えて、CFM プログラムの中に想定されてい

る所有権の範囲とその保障についても論じる。

　CFM を規定する法律には、グリーン経済の基盤となる重要な原則が定められている。地

域住民を巻き込み、意思決定過程に地域の組織が参加できる余地を設けるといった条件や

制度上の工夫は、社会的公正の実現環境を整えるための力となり得る。また CFM を規定

する法律は、地域住民の CFM に関するオーナーシップを強化することで、森林ガバナン
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スの向上にもつながる。さらに、所有権の範囲を明らかにし、その権利を保障することは、

コミュニティが森林からの利益を得るための条件となり、地域の福祉の向上を図るという

意味で、グリーン経済の実現を支える基盤としての力を持つことになる。

3.1  適格要件

　CFM に求められる要件を定めておくことは、様々な CFM モデルがどの程度両立可能な

のかを評価し、各 CFM プログラムの対象が適正であるかどうかを感覚的に把握しておく

ために重要である。冒頭で述べた通り、適格要件を厳格にすると本来なら林地の権利を要

求できる者がプログラムから締め出されてしまう傾向がある（表 5.3）。

表 5.3  国が進める CFM プログラムの基本的な適格要件

国 CFM プログラムの名称 居住者の要件 その他要件

インド

共同森林管理（JFM） 森林地帯の居住民であること 州規制により様々

森林権法（FRA） 

一般条件 1

•  主に森林や林地に居住していること
•  生計を森林や林地に依存していること

差別条件
•  指定部族：2005 年 12 月 13 日以前に
該当地域に居住していたこと

•  伝統的森林居住民：2005 年 12 月 13
日以前に少なくとも 75 年間該当地域
に居住していたこと

個人、家族、コミュ
ニティのいずれかか
ら申し出のあった地
域で、1 地域当たり
4ヘクタールを超え
ることはできない 2

ネパール コミュニティ林利用者
グループ（CFUG）

森林地帯の居住民であること -

フィリピン 3 地域住民による森林管理
（CBFM）

•  該当地域の一部が与えられるまで
•  または従来から生計の全てまたは相当
部分の維持に資源を使用していること

•  または与えられる地域付近に居住して
いること

-

カンボジア コミュニティ林業（CFM）
共通の社会、文化、伝統、経済的利益
を共有する村落住民であること

-

ベトナム コミュニティ林業（CFM）
同一の習性、習慣、民族性を共有する
同一の部落や村落に居住していること

-

インドネシア
コミュニティ林（HKm）

森林省ないし県長が選択した地帯に居
住していること

県長（Bupati）からの
支持があること

村落林（HD） 森林が行政的に村落の一部であること
県長（Bupati）からの
支持があること

注： 1 参照：http://www.forestrightsact.com/what-is-this-act-about
 2 FRA、第 III 章、4（6）を参照。 （http://www.forestrightsact.com/the-act/item/download/1）
 3 参照：http://forestry.denr.gov.ph/primer.htm
出典 : 著者

　適格要件の中には、いくつかの CFM プログラムに共通しているものがある。例えば、

その地域に一定期間居住していることの証明、国籍の証明等である。居住に関する要件は、

フィリピン、ネパール、インドの JFM のように、単に該当地域に居住して何らかの形態で

土地を利用していることを示せばよいというものから、習慣や伝統、種族的出身等、より

特殊な条件を設けているものまで多岐にわたっている。後者の例がカンボジアとベトナム

である。この両国では、少数民族は自らの種族的出自と慣習を提示することによって、コ

ミュニティ林業に関する権利を主張できるようになる。インドの森林権法（FRA）10 は、「そ

の他伝統的森林居住民」と指定部族に異なる適格要件を適用している。それに従えば、前
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者は 2005 年 12 月 13 日までに 75 年以上居住したことを証明しなければならないが、指定

部族は 2005 年 12 月 13 日以前に該当地域に居住したことがあることを証明するだけでよ

い（Kothari et al. 2011b）。要件にこうした差別を設けると、当然ながらその他伝統的森林居

住民は土地の権利を要求するには不利な立場に立つことになるため、参加に対する意欲を

削がれることになる。FRA は森林居住民に森林管理への参加を促すことを意図した法律で

あるにもかかわらず、個人と家族が権利を要求できる土地の面積が 4ヘクタールまでに限

定されている。

　インドネシアでは、森林法（1999 年）が地域住民の慣習的権利を認めなかったために生じ

ている紛争に対して十分対処することなくコミュニティ林業の計画が立てられた。ちなみ

に、この問題は、1960 年に成立した土地基本法にも見られる。地域住民の慣習的権利は

国益と対立しない限りにおいて認められるという極めて制限されたものであった（Kleden 
et al. 2009）。国は森林利権の割当を「国益」の問題とみなしてきたため、村落は慣習権を主

張する森林の範囲が森林利権の範囲と重複しない場合、あるいは森林利権と利害対立がな

い場合にのみコミュニティ林もしくは村落林の対象となりうる。ただし、コミュニティ林

（HKm）の場合、該当地域は地方自治体が森林省の承認を得て事前に確保しておいた土地で

あることから、紛争の起きる可能性は低い 11。CFM に必要なもう一つの要件は、住民が先

祖代々受け継いできた土地に継続的に居住しており、地方当局から正式な居住証明を受け

ていることである（Kleden et al. 2009）。地方自治体の作成した証明書の提出を義務づけてい

るのは、おそらく地元のコミュニティが現地の法制によって正式に認められていることを

証明するためであろう。にもかかわらず、この最後の要件は依然として批判にさらされて

おり、紛争の火種となっている。このことは多数の論文で指摘されている。

　当然の帰結ではあるが、適格要件の厳格度が低ければ低いほど、より多くの地域住民が

CFM に参加できることになる。慣習的権利を主張する地域住民に対して差別的な要件を

適用すると、プログラムの手続きは煩わしくて官僚的なものに堕しかねない。人材とノウ

ハウを注ぎ込まなければならず、対象となるべき受益者のことはどこかで抜け落ち、もち

ろん汚職も発生しやすくなる。慣習的権利を有するかどうかを確認する手立てが行政機関

の証明しかなく、それがその集団を適格とみたすための要件になっている場合、決定が恣

意的になり、森林資源の正当な利用者をプログラムから締め出す余地が生じる。したがっ

て、行政が慣習権を行使する地域住民を支援し、既存の法律によって彼らの資源の利用権

を保障するとしっかりと約束しなければ、地元民のCFMへの参加が低水準にとどまったり、

締め出しが生じたりする可能性が高い。

3.2  制度上の工夫：行政手続き、行政当局の役割、地方組織の意思決定への参加余地

　制度上の工夫は、CFM を実施する上で欠かせない要素である。それによって規範や規則

が設定され、そうした規範や規則を通して森林資源の利用が可能になり、さらにその利用

を決定する方法が形づくられるためである。したがって、制度上の工夫によって、CFM の

手続きが確立することになる。そうした手続きに含まれるのは、森林管理計画の考案や一

連の官僚的手続きばかりではない。現地組織や政府組織などといった特定の組織に意思決

定プロセスへの参加を認めるか否かを決定する手続きも含まれる（表 5.4）。手続きが煩雑

で精緻なものになればなるほど、コミュニティの CFM 参加を妨げることになる。こうし

た問題は、現地社会からそうした手続きにとりかかるための手立てが失われ、外部からの

支援が尽きるところまで悪化することになるだろう。同様に、制度上の工夫によって組織

と意思決定の形態が現地の事情に即したものになればなるほど、地域住民の得る利益は増

大し、CFM 参加者のオーナーシップが高まり、森林ガバナンスが改善する可能性が高くな

るはずである。
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表 5.4  CFM プログラムにおいて地域社会の組織と行政当局に期待される役割

国 CFM プログラムの名称 地元組織の役割 行政当局の役割

インド

共同森林管理（JFM）

•  共同森林管理員会（JFMC）
の創設

•  自発形成型森林保護組織
（SIFPG）

州森林局
•  JFMC との合意の承認と公式化
•  SIFPG の活動を調査し、JFMG の
地位を与える

   ただし、JFMG の創設までは、こ
れらの組織を評価する手続きはな
い 1

森林権法（FRA） 
•  グラム・サバー（村民集
会）：各村落の要求の集
約・整理

以下を通じて生じる権利の承認
•  地区小委員会と地区委員会：申
し立て記録の点検と管理

•  国：国レベルでの実施状況の監
視

ネパール コミュニティ林利用者
グループ（CFUG）

CFUG
•  DFO に対する趣意書の
提出

•  伝統的森林利用者の特定
•  CFUG 憲章の草案作成
•  DFO に対する正式申請
書の提出

地区森林庁（DFO）
•  伝統的森林利用者の承認を通じ
た CFUG の支援

•  CFUG の成立過程全体での技術的
支援の実施

•  CFUG の保証と権利証書の発行

フィリピン 地域住民による森林管理
（CBFM）

住民組織（PO）
•  コミュニティの代表
•  地域の資源を管理する枠
組み（管理計画）の作成

DENR と LGU
•  候補地の選定、コミュニティとの
協力による森林利用計画の策定

•  コミュニティの組織化とコミュ
ニティ参加型森林管理契約書

（CBFMA）の作成
•  CBFMA の承認と発行
•  技術支援と技能の提供
•  CBFM 活動の進行状況と環境上
の影響の監視

カンボジア コミュニティ林業（CFM）

•  森林庁への趣意書提出
•  コミュニティ林業委員会
（CFMC）の設立：地域住
民の少なくとも 60% が
組合の設立に参加（女性
に参加を促さなければな
らない）

•  FA や NGO の支援による
CFMC の規約と CFM 規
則の草案作成

•  森林境界の（GPS）画定へ
の参加

•  森林管理計画の作成

林業庁
•  CFM の候補地選定にあたる担当
部署の設置

•  土地使用歴と特長、地域社会の
組織、現地管理システム、土地
紛争の分析

•  選定した候補地に関する情報を
発信するためのワークショップ
の実施

•  対象となる林地のマッピング
•  村落森林委員会の設置、森林管
理計画の作成支援

森林庁営舎
•  CFMC と FA の間の CFM 契約の
承認

   契約書には各当事者の役割が概
説されている

ベトナム コミュニティ林業（CFM）
（パイロット段階）

•  森林保護と森林開発に関
する規定の策定

•  森林管理計画の策定

地区当局
•  伐採の許可
•  法的支援の実施

コミュニティ
•  地区当局との連携
•  計画立案と報告のための戦略立
案組織の用意
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国 CFM プログラムの名称 地元組織の役割 行政当局の役割

インドネシア

コミュニティ林（HKm）

以下のいずれかが計画する
申請の実施
•  農家の団体
•  農協

森林省
•  伐採許可証の承認

県長
•  NTFP に対する許可証の承認

村落林（HD）

•  地区政府への趣意書提出
•  GPS を利用した森林の区
画割り

•  管理計画の作成

県長による支援表明書の作成

注：1 Mittra and Bhattacharya （2008）参照。

出典 : 著者

　CFM プログラムは、組織のあり方にどの程度まで現地の事情にあわせるための柔軟性を

持たせるかという点で実に千差万別だが、いずれも常に行政組織の監督下に置かれている

ため、それを担う地元組織は事前に作られた行政上の仕組みに従うことになる。そのため

に行政当局と地元組織の関係が多少機能的な形態を取る場合もあることはあるが、そうで

ない場合には、組織の効率が低くなったり、組織が柔軟性を欠いたりすることになる。総

体的にいえば、CFM プログラムは行政や NGO など外部からの支援がないとコミュニティ

の参加が不可能になるように作られている、と結論づけることができる。

　例えばカンボジアでは、コミュニティ林業委員会（CFMC）の選挙には地域住民の少なく

とも 60% の参加が求められており、そうして選ばれた委員会は森林局と協力し CFM 設立

を目指す、と定められている（Sokhun et al. 2005）。政府自身の CFM に関する制度的能力の

強化と意識向上に取り組んではいるが、プログラムは依然として外部の支援者と NGO の

支援に大幅に依存している。同様の事態はベトナム、ラオスでも見られる（Sunderlin 2004, 
2006）。フィリピンも同様で、DENR と LGU は住民組織（PO）と協力しながら森林管理機

構（CFMF）を確立するよう義務づけられているが、そうした関係は必ずしも有効であると

は限らず、PO の側が大量の仕事と費用を押しつけられてしまうことが多い（Pulhin et al. 
2007）。PO は、それ自体の目的と管理戦略を決定することはできるが、技術的・制度的な

制約があるために、DENR と LGU の支援があっても、外部からの強力な支援がなければ

CFM の実施に向けて前進することができないのが実情である（Walpole and Annawi 2011）。

　ベトナムとネパールの規定は、コミュニティの意思決定の方法を明示していない。ただ

しネパールの規定 12 の目的は意思決定と規則の作成に対する村落住民の参加を DFO の監

督下で推進することであり（Kanel and Kandel 2004; Ojha 2009）、地元は自身のニーズに合わ

せた規則の考案を義務づけられている（Karmacharya et al. 2003; McDougall et al. 2008）。さ

らに、ネパールの CFUG は無期限の継承権を持つ自治組織であると認められている（Kanel 
2007）。ネパールが公務員の能力強化に投資し、彼らがそれまで担ってきた支配的意思決

定機関としての役割から、参加型アプローチに即した役割を果たす方向に向かうように努

力してきたことは注目に値する（Acharya 2002）。しかし、法意識の欠如と利用者の数の多

さが足枷となって、DFO は任務を遂行できなくなっている（Kanel 2007）。同様の障害はイ

ンドの JFM プログラムでも観察されている（Sarin 2008; Vemuri 2008）。ベトナムでは、住民

組織に関する基準はパイロットプログラムが終了した時点で発表されると予想されている

（Nguyen et al. 2009）。

　インドネシアの CFM プログラムが定めている承認手続きは極めて長く、煩雑である

（Colfer et al. 2008; Akiefnawati et al. 2010）。Akiefnawati et al.（2010）の報告によれば、ジャン

ビ州ルブク・ベリニン村の最初の（かつ今日まで文書化された唯一の）HD の事例では、承

認までに 2 年の月日を要した。HD モデルの導入によって、村落はそれ自体の規則を策定
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できるようになったが、年間作業計画を作成して州政府の承認を受けなければならなくな

り、さらに監視もされることになった。コミュニティは自身で規則を決定する権利を与

えられてはいたが、それは技術的観点にたった作業計画の草案でしかなく、外部からの

強力な支援がなければ取り組めないものである（Akiefnawati et al. 2010）。HKm の場合、そ

のプログラムは農家の団体に CFM プログラムを開始させるための奨励策として作られた

が、実際には共同委員会の設立に重点が置かれていた。そのビジネスモデルは地元の伝統

的組織の形態に根ざしておらず、しかも農業では数十年の歳月をかけた後失敗に終わった

取り組みであり、商業的なアプローチをとっていることから、結局は林業利権と同じルー

ルに基づいて森林資源を管理しているにすぎないという批判を受けている（Campbell 2002; 
Safitri 2006）。

　インドでは、FRA の適用は土地に対する権利を要求する際に基本的に地元の窓口となる

村民集会（グラム・サバー）にまで及んでいるが、実際の権利認定は行政当局の何段階もの

手続きを介して行われている（Kothari et al. 2011b）。社会開発委員会の報告書は、村民集会

は有効に機能しないことの方が多かったと指摘している。州政府が村民集会の代わりに州

職員に権限を与えたため、集会の役割が無視されがちだったためである。この結果、FRA
の実施はむしろ下火になり、森林局は引き続き慣習権の認定に干渉することになった 13。

　こうした事例から、政府の進める CFM プログラムが森林資源の利用方法の決定過程に

現地の制度をどの程度組み込もうとしているかは、プログラムによって実に様々であるこ

とが分かる。ネパール、カンボジア、フィリピンの CFM プログラムは参加型の意思決定

過程の実現を目指すものの好例であり、ベトナムのプログラムにこうした余地が設けられ

るかどうかは定かでない（パイロット過程が終わって国の CFM プログラムが発表されるま

で）。インドネシアの HKm のように、トップダウン方式のアプローチをとって現地の事情

にあわせようという意図をもたないプログラム、あるいはインドの FRA のように、行政当

局が現地の組織に取って代わろうとするプログラムは、ネパール、カンボジア、フィリピ

ンの CFM プログラムほどの成果を上げられず、また安定したプログラム実施環境を得ら

れない可能性が高い。

　参加型プロセスの採用はこれらのプログラムの長所とみなすことができるが、その一方

で改善を要する点も存在する。それは多くの場合、行政当局の役割である。コミュニティ

は国の支援がなければ CFM プログラムの潜在的なメリットに気付かないかもしれないし、

利用する能力を持たないままで終わってしまうかもしれない。 村落社会が伝統的にもって

いた指導力は外部からの影響によって蝕まれていることが多く、地元民をコミュニティ林

業プログラムに参加させるために、制度の確立に向けた事前の投資が必要になることもあ

る。その上、現地の権力者層による恣意的決定や国家の指導者層による汚職が発生すれば、

CFM プログラムの実施はやはり困難になる。

3.3  森林利用権の範囲と保障

　森林利用権の範囲と保障は、いずれも CFM が人々の生活向上に寄与するかどうかの指

標となるものである。森林利用権の範囲とは、森林資源を利用できる範囲（生活のためか

商用のため、あるいはその両方）を指す。また、権利の保障は、政府によって権利が無効

とされる可能性がどの程度あるかということと、権利が有効とされる期間に依存する。

利用権の範囲

　利用権の範囲は、「完全な所有権」をどのように認め、尊重するかによって決まる。コミュ

ニティ林業における「完全な所有権」には以下のような 3 つの特徴がある。（1）包括性。獲得

したその対象物を自由に使用することができる。つまり、その使用方法を決定し、さらに
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はその性質や機能を変えることもできる。（2）排他性。全ての便益と費用は所有者に帰し、

所有者は誰がそれにアクセスできるかを決定することもできる。（3）譲渡可能性。所有者は

その対象物を自由に交換し、他人に譲渡することができる 14。さらにもう一つの特徴は、

これらの権利は国家の保障がなければ長期間保持できないということである（Wang and van 
Kooten 2001: 13）。

　CFM プログラムに共通する特徴は、割り当てられた林地を譲渡することができないこと

から、コミュニティには「完全な所有権」がないという点である（Scheyvens et al. 2007; Dahal 
et al. 2011）。ただ、インドの FRA だけはコミュニティが土地権を与えられると、その土地

は次世代が相続可能となる（売却は不可）（Kothari et al. 2011b）。林地の所有権を保持してい

るのは国であり、国は一定期間利用権を付与する（更新は可能）（表 5.5）。この利用期間は、

例えばカンボジアでは 15 年しかなく、ベトナムでは 50 年にわたるが、その決定方法に関

して納得のいく説明はなされていない。インドネシアの場合、利用期間はどうやら通常プ

ランテーションでの植林周期に基づいて決定されていたようだ 15。同様に、カンボジアの

場合、利用期間は早生樹種の植林周期に基づいて決められていると考えられる。理論上は

利用期間が長ければコミュニティは長期計画を立てやすくなるが、住民が長期的にわたっ

て森林管理に参加する意欲を持つかどうかは、住民の森林資源への継続的なアクセスを保

証するか否かにかかっている（次セクション参照）。

　これまで見てきた CFM プログラムはすべて、生活のために森林を利用する権利を住民

に与えている。中にはネパール、インド、フィリピン、カンボジアのように、伝統的な森

林利用権を明示的に認めているものもある。また、CFM プログラムは、利用権の包括性と

排他性の要素を拡大して、森林資源の商用利用を様々なレベルで認めている。ほとんどの

CFM プログラムは原則的に森林資源の商用利用を認めているが（森林保護区は除く）、そ

のために必要な条件（森林管理計画の策定等）がいったん満たされると、そのことがメリッ

トを制限してしまい、場合によっては資源へのアクセスの障害ともなりうる。例えばフィ

リピンでは木材の伐採・販売は許可されているが、木材を CFM 対象地域外へ持ち出すた

めの承認手続きの煩雑さゆえに、地域住民を違法伐採へと駆り立てている（Hartanto et al. 
2003; Walpole and Annawi 2011）。同様に、ネパールの CFM は現地のコミュニティ林利用

者グループ（CFUG）が林産物の価格を決め、国内各地に輸送することを許可しているが、

輸送するためには所轄する森林管理局に書類を提出して手続きを行う必要がある（Kanel 
2007）。インドの JFM では、村人は商業的価値の高い樹種の育成が目的であれば劣化の進

んだ林地の利用権を得ることができるため、農園の設立と森林の再生が進んでいる。しか

しコミュニティは利益の配分を決定する権利を持ってはいても、配分先に必ず森林局（FD）

を含めなければならない。しかもFDへの分配比率は各州が決定することになっている（Apte 
and Pathak 2003; Pathak and Kothari 2010）。インドの FRA では最大 4ヘクタールまでの林地

について利用権を請求できることになっているが、伐採が許可されるのは 1ヘクタール以

下、伐採本数 1ヘクタール当たり 75 本以下、しかも村落議会が伐採を推奨した場合に限ら

れる（Kothari et al. 2011b）。これではコミュニティが林業で利益をあげられる可能性は、ほ

とんどないに等しい。

　排他性の程度もプログラムによって様々である。プログラムによっては、他のコミュニ

ティの資源利用を認めるか否か、利益を内部でどう分配するか等について決定する権利

や、さらに規則に違反した者を捕えたり、物品を没収したり、罰金を課したりする権利ま

でコミュニティに与えている場合がある（ネパール、カンボジア、フィリピンなど）。しか

し、こうした権利を与えることにより、コミュニティの生活向上という CFM の目的にそ

ぐわない事態を招く場合もある。現地の有力者が規則の策定に影響力を行使し、利益を恣

意的に配分できるようにしてしまう場合が、これに相当する。そうした事例は、インドネ

シア、インド、ネパールで見られた（Komarudin et al. 2008）。インドとネパールの場合、権

利の配分には相変わらずカーストやジェンダー、宗教の要素が反映されており、これらは
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森林に生計を依存する多くの貧困層のコミュニティ林業への参加にとって障害となってい

る。こうした方法で権利を配分すると、しばしばコミュニティ林業グループが一部の有力

者に支配されてしまい、コミュニティのすべての構成員を代表するものではなくなってし

まうことになる（Kapoor 2001: Karmacharya et al. 2003: Sarin 2003: Nayak 2006; McDougall et 
al. 2007）。

　排他性は CFM 関連活動に対する課税の方法からも制約を受けることがある。課税方法

はすべての国で異なっていた。カンボジアの場合、課税方法は政府とコミュニティとの協

議によって決められている 16。インドネシアの制度はやや柔軟性を欠いており、2 種類の

プログラム（HKm と HD）のいずれに参加した場合でも、森林コンセッションのように税金

と手数料を支払わなければならない（Campbell 2002; Safitri and Bosko 2002; Akiefnawati et al. 
2010）。ネパールの CFM プログラムには顕著な特徴が 2 つ見られる。利用者団体 17 が林産

物の販売によって得られる利益を自由に使えるという点、納税の代わりに現金収入の 25%
を共同開発活動に投資しなければならないという点である（Agrawal and Ostrom 2001）。

　利用権の範囲はコミュニティの「割引率」（コミュニティが資源を利用できるペース）に影

響を与える（Ostrom 1999）。つまり、コミュニティが何らかの恩恵を長期間にわたって得ら

れる CFM プログラムの方が、限られた恩恵を短期間しか得られないプログラムより、持続

可能な方法で資源を管理できる可能性が高いということである。ネパール、ベトナム、フィ

リピンにおける CFM プログラムのもとでは、コミュニティは長期的な視点から森林資源を

管理することが可能である。また、FRA の場合、原則としてコミュニティの森林資源への

アクセスに制限はないが、プログラムの適用地域が比較的小さい場合、森林資源を生活の

ために利用できるというだけで、それ以上の恩恵は得られない可能性が高い。さらに、権

利の保障（の程度）も、コミュニティの「割引率」に影響を与えるもう一つの要素である。

 
表 5.5  利用権の範囲

国
CFM

プログラム
の名称

包括性 排他性

インド

JFM
•  特定資源の採集と商用化
•  資金力の強化（収支管理や経費負担など）

•  森林の保護と再生からあがる
利益の分配（利益は州の森林
局にも分配、分配の範囲と条
件は州ごとに異なる）

•  森林管理を統治する規則の策定
•  管理委員会の会議を招集する
行政権限

•  管理委員会での投票権
•  懲罰権限（罰金など）
•  規則等に従わない会員の会員
資格抹消

FRA

•  コミュニティの伝統的利用権の確保
•  木材以外の他の様々な林産物の所有、採
取、利用

•  地方または国の行政当局が国有林地に発
行した借地証書や譲渡証書を（コミュニ
ティの）土地権利証書に転換

•  森林地帯の村落、古い集落、国が把握し
ていない村落で現金収入が得られるよう
換金作物を栽培し、課税対象村に転換 1

•  コミュニティが伝統的に利用してきた森
林の保護、再生、保全、管理

•  生物多様性の確保及び生物多様性が伝統
的知識の基盤になっている場合のその知
的財産に対するコミュニティの権利

•  その他伝統的権利の確保（野生生物の狩
猟や捕獲を除く）

•  個人や共同で占有することに
よる林地の保有と林地での居
住
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国
CFM

プログラム
の名称

包括性 排他性

ネパール CFUG
•  コミュニティの伝統的利用権
•  非木材林産物（NTFP）など短期間で現金
化できる作物の栽培

•  各コミュニティ林業地で産出
された林産物の価格決定

•  国内の任意の場所への林産物
輸送（木材の場合、地区森林
局に明細を届け出る義務あ
り）

フィリピン CBFM

•  指定林地の占有、所有、利用、開発
•  アグロフォレストリと持続可能な農業の
展開

•  伐採が禁止されている保護地区での
CFM

•  手入れをした森林に対する所
有権の主張

•  違反者の逮捕
•  違法に採取され、また運搬さ
れた林産物の没収

•  罰金の徴収

カンボジア CFM

•  慣習的な利用権の承認
•  規則と管理計画に基づく森林管理：林産
物（NTFP を含む）の収穫、加工、輸送、
販売

•  焼畑農業の実施

•  CFM からの利益の分配
•  コミュニティ林業の監視への
参加

•  コミュニティに対するコミュ
ニティの権利に影響するよう
な解決策の主張

•  林産物や NTFP に要求される
ロイヤリティやプレミアムの
支払い（慣習的な利用権は除
く）。ロイヤリティやプレミ
アムの額はコミュニティと協
議の上で定めることになって
いる

ベトナム CFM

•  割り当てられた森林地からの労働と投資
の成果の享受

•  すべての村人及び個人のための林産物の
収穫・利用

•  林業と農漁業を組み合わせた生産

•  コミュニティ林業（現在試験
段階）では土地に関する法律
に違反した場合の手続きをコ
ミュニティが定め、実施でき
るようになる

•  コミュニティ林業を回復した
場合の国からの補償

インドネシア

HKm

•  生産林・保護林・保全林において、木材
（生産林において）と NTFP（保護林にお
いて）、ある区画、環境サービスを利用
する許可を農民グループや協同組合に付
与

•  税金と手数料の支払い：年税、
印紙税、植林税

HD
•  森林管理権：生産林での木材利用と保護
林での NTFP 利用、ある区画の利用、環
境サービスの利用

•  税金と手数料の支払い：年税、
印紙税、植林基金への拠出

注：1 これらの村落は生活のための農業から換金作物の栽培に転換した村落である。

出典 : 著者

 

権利の保障

　表 5.5 に示した通り、利用権の保障（ここでは権利の包括性と排他性の保障）の効力は、

国が利用者の権利に法的拘束力があることを認めるか否かで異なってくる。森林管理への

コミュニティの参加は、コミュニティが CFM の規則に定められた権利を継続的かつ安定

的に行使可能な場合に、最も充実したものとなる（表 5.6）。
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表 5.6  CFM プログラムを通じて与えられる利用権の安定度

国 CFM プログラム 利用権の付与期間（年数） 権利の安定度

インド
JFM 無期限 *

FRA 永久 *

ネパール CFUG 永久 ***

フィリピン CBFM 25 *

カンボジア CFM 15 **

ベトナム CFM 50 **

インドネシア
HKm 35 *

HD 35 *

* 不安定
** 安定
*** 極めて安定

出典：著者

　Saigal（2007）の指摘によると、インドの JFM プログラムは法的基盤が盤石でなく、行政

命令に基づいて実施され、一方的に変更されることがあり得る。JFM の方針が頻繁に変

わるため、コミュニティと森林局の間の協力関係は長期にわたって保証されない。また

Kothari et al.（2011b）の指摘によると、FRA の事例では（前述の欠陥に加えて）、正当な権利

を持つと考えられる者を国が締め出しているので、国自らが法律に違反していることにな

る。さらに、森林居住者と指定部族に権限を付与する上で障害になっているもう 1 つの問

題は、法律に関する情報の不足である。フィリピンでは資源の利用許可が撤回されること

が多い。このように利用権の安定性が確保されていないのは政策環境がやや不安定なため

である（Pulhin et al. 2007）。Walpole and Annawi（2011: 90）はこの問題に関して次のように報

告している。「鉱山地帯の多くは祖先伝来の森林の中にあり、環境問題と先住民族の権利侵

害の問題に悩まされている」。彼らがもう一つ報告しているのは、1997 年の先住民族法に

謳われている「自由意思に基づき、事前に十分な情報を与えられた上での合意（FPIC）」の実

施プロセスを単純化したため、より強力な経済的利害が関わってきた際に先住民族の森林

利用権が弱体化するという事態が発生したことである。鉱山会社やプランテーションによ

る慣習的権利の侵害例は、インドネシアでも報告されている（事例は EoA2009 を参照）。イ

ンドネシアの CFM プログラムにおいても、コミュニティの権利の安定度は弱い。それは、

規則自体が持つ弱さのためであると考えられる。HKm の場合、プログラムが認めている保

有権の保障が弱いのは、プログラムが省令と規則に基づいて運用されていて、随時変更の

可能性があるためである。また HD の場合は、2008 年に出された省令の効力が不安定で弱

いためであると考えられる（Dahal et al. 2011）。

　インド、カンボジア、ベトナム、インドネシアに共通して見られる特徴は、利用権を抹

消した方が「有益」であるという判断がなされた場合、国はいつでも利用権を抹消できると

いう点である。例えば、インドの多くの州では森林局が森林保護委員会の解散権を握っ

ている。しかしコミュニティには「森林局の上層部に訴える」権利しか与えられていない

（Saigal et al. 2007）。同様に、ベトナムでは、国は様々な理由をつけてコミュニティ林業の

権利を再び要求することができる（国家の安全のため、開発のため等）。コミュニティは国

に補償を要求する権利を持つが、実際に補償が行われるとは限らない。ただし、Nguyen 
et al.（2009）は、2003 年の土地法によって、コミュニティの所有権は間違いなく強化され

たと結論づけている。同様に、カンボジアとインドネシアでは、政府はコミュニティ林業

を他の用途に使用した方が公共の利益が増すと判断した場合、指定を解除することができ

（Colchester 2002; Sokhun et al. 2005）、コミュニティがそれに異を唱えるための法的手段は
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明確に定められていない。ただしカンボジアでは、コミュニティは原則として自身の権利

の侵害につながる決定に異を唱える権利を持っている 18。

　CFM プログラムにおいてコミュニティの利用権が国によってどの程度保障されているか

を見ることによって、プログラムの不完全性が明らかになる。一方では、CFM プログラム

は度合いの差こそあれ、コミュニティに重要な利用権を多数付与している、という主張が

成り立つ。しかし他方では、政策に矛盾があること、法律や規則の力が弱いこと、当局自

身までもが実施のための土台を崩してしまうことによって、利用権は蝕まれており、これ

らのすべてが森林ガバナンスを弱体化させる要因になり得る。

　CFM を実施している国々がそれぞれ、コミュニティの利用権の安定度を改善可能である

ならば、その程度に応じて、コミュニティの CFM 参加がさらに促進される可能性がある

だろう。こうした文脈においては、CFM プログラムに参加するコミュニティは、割引率が

低い（リスクが低い）という想定が成り立つ。確かに、CFMプログラムの中にはコミュニティ

に付与する権利の包括性と排他性という点で強みを示すものもあるが、国がそうした権利

の安定性を保つ上で果たす役割には改善の余地がある。利用権の安定性を保つという意味

で注目すべき例は、ネパールのプログラムである。ネパールの CFM は財源と人材の不足

にもかかわらず、法的基盤が強固で、しかも安定している。それは利用権が半永久的に付

与され、しかもその土台には永続的な制度の枠組みがあるからである。重要なのは、国が

コミュニティに利用権を付与するという役割をしっかりと果たさなければ、そうした権利

はうまく効果を発揮せず、コミュニティの信頼を醸成して森林資源管理に彼らが長い年月

にわたって参加するのはますます困難になる、という点である。

4. CFM と REDD+

　アジア太平洋諸国の多くは地方分権化の途上にある。そのなかで、CFM には、森林資源

の持続可能な管理と貧困の撲滅のための手段として、より強固な役割が与えられてきた。

その意味で、CFM には地域コミュニティをエンパワーメントし、彼らの生活の向上に貢献

する可能性がある。CFM はまた、森林資源・森林炭素蓄積量の維持と増強を通じて、気候

変動緩和・適応策の一助となり得る。気候変動緩和策として CFM を組み入れると、コミュ

ニティは長期に渡って追加的な経済的利益が得られる可能性がある。ただし、そのために

はコミュニティは森林資源へのアクセス権を与えられ、公正な利益分配の仕組みが作られ

なければならない（Chhatre and Agrawal 2009）。これらいずれの要素もアジアの貧困撲滅に

必要と考えられる（Mahanty et al. 2006; Sunderlin 2006）。気候変動緩和のための取り組みに

CFM を組み入れることは、森林減少・劣化に起因する排出削減（REDD+）に関するカンク

ン合意と気候変動に関する国際連合枠組条約（UNFCCC）の内容に沿ったものでもある。後

者は「関係するステークホルダー、特に先住民族と地域コミュニティの十分なかつ有効な参

加を確保し」、食料生産を脅かさずに彼らの権利と知識を尊重し、かつ持続可能な開発を可

能にすることを求めている（UNFCCC 1992; 1/CP.16, Nr. 72）。CFM プログラムはまた、気候

変動の緩和だけでなく、気候変動への適応策も視野に入れたものでなければならない。森

林管理に関する地域の知見の価値をしっかりと認識して適応戦略を構想すれば、その戦略

は、現地の実情に見合った効果的なものとなり、その実効性を確保することができる（Innes 
et al. 2009: Roberts et al. 2009）。

4.1  CFM と REDD+ 実施における課題

　国にコミュニティ林業の認知と支援増大を求める地方の運動は、既に 40 年に及ぶ歴史

を持っている。かつては森林の劣化が進み、場合によっては森林が全くないという状態ま

であったにもかかわらず、林地面積はこの 40 年の間に、コミュニティ林業の取り組みによっ
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て大幅に拡大した。CFM のプログラムとモデルは強化され、足りない部分や課題がまだま

だ多いとはいえ、CFM が上述した環境的、社会的、経済的利益をもたらしていることを鑑

みると、コミュニティが獲得する利益の観点からは、国が進める CFM は前進したことが

わかる。

　冒頭で述べた通り、気候変動の緩和は今や森林管理にとって世界的な優先課題となって

おり、自国の森林セクターを国内での適切な緩和行動（NAMA）の最上位に位置づけている

途上国さえある。コミュニティ林業が今や地域の重要な政策課題となっていること、さら

にコミュニティ林業の面積が拡大してきていることは、ある疑問を提起する。コミュニティ

林業は REDD+ を通じて気候変動の緩和に貢献できるのか、またできるならその方策とは

いかなるものか、という問題である。この問題に答えるためには、まず REDD+ の内容と

要件を理解しておかなければならない。それができて初めて、コミュニティ林業がこうし

た要件を満たしているか、コミュニティは REDD+ においてどのような役割を果たすのか、

あるいは将来的に果たすことができるのか、という点を検討することができる。こうした

検討を経ずして、国の進めるコミュニティ林業プログラムを REDD+ の実施に向けてどう

強化すればよいかを検討することはできない。

4.2  REDD+ の内容と要件

　REDD+ とは、途上国の森林減少・劣化に起因する CO2 排出の削減実績に応じて、先進

国が途上国にそのコストを補償する、という仕組みである。したがって、どのような形態

で補償するにせよ、一定の基準に照らして一定期間に発生した排出量を測定する必要があ

る。その基準（ベースライン）となるのは、削減のための手立てを何も講じなかった場合（趨

勢型シナリオ）に生じるはずの排出量である。そこで、森林の保全と再生、持続可能な森

林管理が REDD+ の実施に重要な役割を果たすことになる。こうした活動によって炭素蓄

積量の維持と増強が可能になり、CO2 の排出が回避できるからである。もちろんそれによっ

てコミュニティの生計に決定的な役割を果たす様々な環境財・サービスが提供できること

は言うまでもない。

　REDD+ に基づく支払は、強制力を持つメカニズム（例えば UNFCCC で合意された排出

削減目標の遵守など。それ以上の REDD+ に向けた最終的合意はまだない）を通じて行う

か、市場を介した自主的メカニズムを通じて実施され得る。両制度の長所と短所について

論じることは重要であるが、本セクションでは言及しないこととする。また、市場を介し

たメカニズムのもとでカーボンプロジェクトの認証基準が既に作成され、それが自主的な

REDD+ の取り組みの信頼性確保に一役買っていることにも触れておく必要があるだろう 19。

一部の実証活動（UNFCCC の枠組みのもとで行われている REDD+ 活動）は、既にこの認証

基準を採用している。

　カンクン合意（UNFCCC 2010）の附属書 1には、REDD+実施の際に以下に記す 7つの社会・

環境セーフガードに取り組まなければならないということが謳われている。

（a）  国の森林計画や関連する国際条約・国際協定の目的を補完する行動、またはそれら

に合致した行動

（b） 国の法律と主権に考慮を払った、透明性が高く効果的な国の森林ガバナンス構造

（c）  関連する国際的義務、国内の事情と法律を考慮に入れ、国連総会が先住民族の権利に

関する国連宣言を採択したことに留意した、先住民族と地域住民の知識と権利の尊重

（d） 関係するステークホルダー、特に先住民族と地域住民の十分かつ効果的な参加

（e）  行動が天然林の転換に利用されるのではなく、天然林と生物多様性の保全に合致し

ており、確実に天然林とその生態系サービスの保護と保全を動機付け、他の社会的、

環境的利益を増強するために利用される
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（f） 反転のリスクに取り組む行動

（g） 排出の移転を低減する行動

　REDD+ 実施の要件を決定するという目的で考えると、上記セーフガードのうち、CFM
プログラムに直接的に関わってくる（c） と （d） の重要度が特に高い。 （c） は、先住民族の

権利に関する国際連合宣言（UNDRIP）に特に言及している。UNDRIP が意義を持つのは、

先住民族が居住する地域で何らかのプロジェクトが提起された場合、それに対して「自由意

思に基づき、事前に十分な情報を与えられた上で合意（FPIC）」するかどうかの決定権を先

住民族自身が持つべきであるとして、彼らのこの権利を尊重し、先住民族をプロジェクト

の計画・実施のプロセスに参加させるよう求めている点である 20。さらに、REDD+ におけ

る FPIC の権利は先住民族以外にも及ぶことにも注意しておく必要がある。UNREDD プロ

グラムの枠組みや一部の自主的基準（気候変動対策におけるコミュニティ及び生物多様性

への配慮に関する企業・NGO 連合（CCBA）や VCS（Verified Carbon Standard）等の基準、た

だし後者における記述は限定的）は、提案された REDD+ プロジェクトによって影響を受け

るすべてのコミュニティを尊重するよう求めている。

　FPIC は REDD+ の成否の鍵を握る極めて重要な要因である。なぜならば FPIC のプロセ

スを経てはじめて、セーフガード （c） と （d） が保証されるからである。FPIC の権利を尊重

するということは、コミュニティがいかなる時でも強要や操作を受けないようにし、コミュ

ニティに対する情報提供を REDD+ 実施・計画に先立って行い、地域コミュニティが理解

できる言語で REDD+ 活動の内容について伝え、その内容及び実施期間の設定理由と、彼

らの生計に与える潜在的な影響を理解できるようにすることを意味する（UN-REDD 2009）。
また、FPIC プロセスは一度限りのものではなく、その都度、コミュニティのリーダーから

「合意」を得る必要があることを政府は理解しておかなければならない。FPIC の権利を尊重

するということは、継続的な交渉を通じて合意を取り付けることを意味する。そのプロセ

スにおいて、コミュニティはプロジェクトの設計と実施に懸念を表明する権利を持ち、し

かも交渉がコミュニティにとって満足のゆくものでない場合にはその後のプロジェクト進

行に同意せず中止を表明する権利も認められている。政府がもう一つ尊重しなければなら

ないのは、協議を行って同意を求める責任はコミュニティにではなく政府にあるこという

こと、そしてコミュニティには必要に応じて第三者からの助言を得る権利があるという事

実である（Anderson 2011）。

　このセクションで取り上げた CFM プログラムから明らかになることは、その多くが先

住民族の知識と権利の尊重を支持し、その参加を推進しようとしている法律を拠り所にし

ているという点である。その好例が、インドの FRA、フィリピン、ネパール、カンボジア

のコミュニティ林業である。だがここで必要なのは、法律上の内容と実際の適用方法を区

別して検証することである。インドの FRA がその好例である。同法は社会的弱者の生活改

善を志向しているが、実際には、同法の適正な実施は妨げられ、弱者の権利は保護されて

いない。フィリピンも同様で、同国には FPIC の考慮に直接言及した法律があるにもかか

わらず、先住民族の権利は必ずしも法律が求めるようには守られていない。インドネシア

は先住民族と地域コミュニティの権利の尊重がいまだに様々な議論を呼んでいる国の一例

である。特に REDD+ に関わる権利は百家争鳴の状態にある 21。

　現状では、本章で論じた国のうちの 3カ国（ネパール、カンボジア、インドネシア）は世

界銀行の提唱で作られた森林炭素パートナーシップ基金（FCPF。途上国の REDD+ に向け

た取り組みを資金面で支援するために作られた世界規模のパートナーシップ）に参加して

いる。また、（政府が FCPF に提出する準備提案書のなかで）FPIC の義務が明文化されてい

るのは、カンボジアの準備提案書だけである 22。ネパールの提案書にはコミュニティとの

協議が行われたと書かれているが、そのことは FPIC を尊重するプロセスであったかどう

かを保証するものでは必ずしもない。
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4.3  CFM が REDD+ に果たし得る役割

　REDD+ と CFM の間に相乗効果が生まれるとすればそれは、両者が劣化の進んだ森林で

実施されることによる。Ostrom（1999）の指摘によると、CFM がより機能する可能性が高い

のは、林地の劣化は進んでいるが、樹木がほとんどないというところまではいっておらず、

コミュニティの「割引率」が低い場合である。このことから、コミュニティにとって重要な

森林利用権を彼らが獲得しその保障を確保できる CFM プログラムは、REDD+ を実施する

面でも優れていることがわかる。

　Skutsch と McCall（2010）の説によると、CFM が REDD+ の実施に役立つのは、森林の価

値が比較的低く（木材に関して）、かつ土地の機会費用も比較的低い場合である。また、そ

うした森林を管理するコミュニティは、森林から得られる生活資材や経済的利益を損なう

ことなく、有効かつ費用効果の高い方法で炭素蓄積量の測定とモニタリングに参加できる

ということが、いくつかの研究から明らかになっている（Chhatre and Agrawal 2009; Skutsch 
2010）。従って、コミュニティの REDD+ への効果的な参加は以下の条件のもとで可能とな

る。（i）コミュニティの生計に重要な役割を果たす林産物を彼らが継続的に利用できるよう

にすること。（ii）コミュニティが CFM から既に得ている収入の源泉を多角化するために、

REDD+ が何らかの形で貢献することである（Karky and Rasul 2010; Zahabu and Malimbwi 
2010）。

　国が進める CFM モデルは、一定の条件さえ満たせば REDD+ 活動になんらかの重要な貢

献をなし得ると思われるが、そうしたモデルが REDD+ の基本要件を満たしているかどう

かについては、考慮に入れておかなければならない。REDD+ の要件を満たすコミュニティ

林業の条件とは以下のようなものであると考えられる。コミュニティが REDD+ の考え方

を理解して受け入れ、彼らの土地利用計画・ビジョンに適合した REDD+ 活動の設計に参

加できること。森林資源を良好な状態に保つための制度となっていること。コミュニティ

が長期にわたって気候変動緩和の効果が得られるよう、制度上の保証・有効期間が十分で

あること（「永続性」要件）。必要な資金と技術を提供してくれる外部組織との間に信頼関係

が存在するか、または構築できること。コミュニティの財務管理システムが存在し（また

は構築でき）、収益を公平に取り扱えること。コミュニティ林業のモデルが REDD+ のセー

フガードを支える基盤となっていること。第 2 節での議論を踏まえて、本章で検討してい

るコミュニティ林業のモデルがこうした要素を満たしているかどうかを表 5.7 に示した。

表 5.7  REDD+ の要件とコミュニティ森林モデル

コミュニティ林業モデ
ルを通じて実施される
REDD+ の要件

REDD+ の要件を満たすコミュニティ林業の長所と短所

長所 短所

REDD+ の考え方の十
分な理解

コミュニティは、コミュニティ林業に
関して事前に研修を受けることで、新
しい考え方を受け入れる可能性がある

コンセプトが複雑で抽象的なため、混
乱と誤解を生む可能性がある

REDD+ 活動を実施す
る組織 / 機関の存在

合意形成を通じて形成・構築されるコ
ミュニティ林業グループ、委員会、計
画・規則の存在

権力者による恣意的選択の可能性：権力
の強い集団が弱い集団を支配する可能性
がある（男性の女性支配、多数民族の少
数民族支配、上層階級の下層階級支配等）

権利の充足性
一部の国にコミュニティ林業の強力な
法的基盤が存在

一部の国の法的基盤が弱い
法的拘束力が弱い
法的基盤を整備する必要がある
一部のモデルでは権利の付与期間を延
長する必要がある
炭素権の内容が不明瞭
炭素取引の法的権利が不明確な場合が
ある
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コミュニティ林業モデ
ルを通じて実施される
REDD+ の要件

REDD+ の要件を満たすコミュニティ林業の長所と短所

長所 短所

信頼関係
一部にコミュニティ、地方の森林局、
ドナー、NGO 等の間に良好な関係が
確立された事例も存在

外部機関が虚偽の約束をしたり、自身
の利得のために故意にコミュニティを
誤った方向に導く危険性が存在する

コミュニティの財務
管理

コミュニティ林業のモデルの一部にお
いてコミュニティの構成員に簿記の研
修を実施

組織体制が脆弱か、権力者による恣意
的選択があり得る場合、資金の横領や
不公平な資金配分の可能性がある

セーフガード
コミュニティが直接 REDD+ に参加す
ることになるので、社会セーフガード
が実施される可能性が高まる

FPIC の標準プロセスがない

出典：著者

4.4   CFM と REDD+ を統合した事例：カンボジア、オッドー・ミアンチェイ州における
実証活動

　オッドー・ミアンチェイ州の REDD+ 活動は、政府、NGO、コミュニティそして民間企

業と多数の利害関係者が協力して設計と実施に携わった 23。プロジェクトは地元コミュニ

ティの生計と自然資源管理を改善する利益の流れを創設することを目的とし、30 年間で完

了できるという想定に立って開始された。プロジェクト開発者、政府、地元コミュニティ

の間で合意に達した利益の分配方法は、収入からプロジェクトの経費を差し引いた純益の

50% をコミュニティが受け取るというものであった 24。

　このプロジェクトは仏僧のコミュニティ林業組織と地元 NGO の CDA の支援で発足し、

地元のコミュニティをプロジェクトの設計と実施に参加させるための取り組みを行ってき

た。協議は現在も進行中である。コミュニティが担当しているのは、炭素蓄積量の計測に

加え、簿記やプロジェクト管理に関する研修の実施、マイクロファイナンス機関の設立な

ど様々な活動である。

　このプロジェクトは既存の CFM の枠組みの中で、以下のような活動を行っている 25。

•   コミュニティの土地利用権の強化。コミュニティ林業に関する閣僚会議令で規定され

た法的枠組みの活用による。

•   コミュニティとの協力による持続可能な森林管理計画と土地利用計画の策定、さらに

計画に則した森林保護の推進のための違法伐採の防止（加えて、プロジェクト実施に

よって発生するプロジェクト対象地域外への森林減少と森林劣化のリスクの軽減：リー

ケージ対策）。

•   天然更新や補植活動への支援を通じた炭素蓄積量の強化。

•    農業の集約化を通じた森林伐開面積の削減。

•   燃料効率の高いストーブと蚊帳の配布による薪の消費量の削減 26。

•   非木材森林産物（NTFP）の生産、加工、販売の推進。

•   狩猟、焼畑耕作、樹脂採集、定住地の開墾にたびたび使用される火に起因する森林火

災防止活動。

　オッドー・ミアンチェイ州の REDD+ の実証活動から明らかになったのは、CFM を実施

すること、そしてさらに REDD+ に組み込むことがいかに困難かということである。しか

しそうした問題は、克服できないものではない。プロジェクトの進行を長期的観点から予

想し、FPIC を通してコミュニティの権利を尊重しながら制度を設計・実施するために十分

な人的資源と経済的資源を活用すれば、必ずや道は開けよう。
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5. 結論

　既存の CFM モデルは決して完全ではない。コミュニティに与えられた権利があまりに

も限定されているモデルがある。厳格すぎて現地の実情に合わないモデルもある。コミュ

ニティの意識向上・能力強化に向けた国の取り組みや体制が不十分な場合もある。さらに、

CFM に携わる官僚が自国民に対してとりがちな官僚主義的態度も、CFM 実施の阻害要因

となり得る。こうした態度は家父長主義的、懐疑的、さらに権威主義的な対応につながり

やすい。にもかかわらず、コミュニティ林業は今や地域の森林管理のあり方を改善するた

めに不可欠な取り組みとして、広く受入れられている。試行錯誤の末に得られた教訓は、

他の国や地域―REDD+ 活動を計画中で政府が森林管理へのコミュニティ参加に二の足を

踏んでいるような国や地域－で生かすことができる。

　CFM プログラムに見られた短所と矛盾を考え合わせると、REDD+ を実施する際に注意

すべき点が見えてくる。REDD+ の実施によって森林がコミュニティの生活に欠かせない

ものであるということの重要性が軽視され、その結果、CFM が弱体化するという事態を招

かないようにすることである。つまり、REDD+ は CFM を補完する活動でなければならず、

コミュニティによる森林資源の利用を制限するものであってはならないということであ

る。また、CFM が推進されるのは劣化の進んだ土地であることが多いという事実から、コ

ミュニティが REDD+ の取り組みを始めるのに適当な段階が明らかになってくる。特に炭

素蓄積量を高める活動がそれに該当し、これは適応のための活動と組み合わせることが可

能である。ただし、その際には必ず、コミュニティに、REDD+ の内容と、そこからどのよ

うな利益とリスクが生まれる可能性があるかを理解してもらう必要がある。また REDD+
において良いガバナンスの可能性を高めるために政策立案者が注意しなければならないの

は、REDD+ を実施するために組織を新たに作るよりは、各地域で既に機能している組織

を活用してその意思決定法を採り入れるように努めることである。こうした点から「自由

意思に基づき、事前に十分な情報を与えられた上での合意」に対するコミュニティの権利

を尊重することは、REDD+ の可能性を向上させることに貢献すると考えられるのである。

　国が進める CFM プログラムのもとでのコミュニティによる森林管理は、一定の条件を

満たせば、実質的に REDD+ の先駆けとなる取り組みであるように思われる。一定の条件

とは、例えば前述したように劣化した森林が対象となっているという生物物理学条件や、

コミュニティにCFMへの参加を促す制度的な条件などである。本章で明らかになったのは、

REDD+ に貢献する CFM プログラムとはどのようなものか、ということである。すなわち

そのようなプログラムとは、政府が設定した適格要件を容易に満たし、意思決定の形態を

現地の事情に合わせるだけの柔軟性を持ち、コミュニティが様々な財・サービスを利用で

き、それら財・サービスへのアクセス権（及び所有権）が第三者から侵害されないための防

護策を持っている、という点が明らかとなった。

　REDD+ は明らかに、森林に依存するコミュニティがもうひとつの収入源（炭素クレジッ

ト関連資金）を手にするための新しい仕組みとなり得るだろう。しかし多くの場合、コミュ

ニティがそうした資金をいかにして手に入れるのか、また、そこから彼らが得る利益の詳

細については明確でない。REDD+により経済的利益が得られるとの期待が高まっているが、

誰が炭素権の所有者なのかが明確になっている国はほとんどない。CFM プログラムを通じ

てコミュニティの REDD+ への参加を促すためには、まずこの問題が明らかにされなけれ

ばならない。この問題を不明確なままにしておくと、根拠のない期待がすべての努力を台

無しにし、恩恵を享受するはずのコミュニティの合意もないまま、森林の炭素権が外部の

手に渡ってしまうおそれがある。

　他方、CFM モデルは、REDD+ がまだ解決のための指針を持たない諸問題について、既

に長年の経験と教訓を有している。CFM プログラムは、REDD+ の設計と実施に必要な情
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報の源泉となり得るだろう。利益配分の方法やコミュニティ参加、苦情・紛争処理の仕組み、

さらに地元関係者を支える法律や規則のあり方等に関して、CFM プログラムから得られる

情報は貴重といえる。 

注  
1.  ベトナムとカンボジアは例外。両国の森林は 1970 年代になってから共産党政権に継承されため、国

が所有権を主張したが、国営企業は運営に携わっただけで、森林の所有者にはならなかった。
2.  それにもかかわらず、林地に関わる権利の移譲は中南米をはじめとする他地域の方がアジア太平洋地

域より進んでいる（Sunderlin et al. 2008）。
3.  指定部族と不可触賤民とは伝統的に不利益を被ってきた2種類の集団で、インド憲法もこれを認めている。
4.  参照： http://www.forestrightsact.com/component/k2/item/15
5.  参照： http://lnweb90.worldbank.org/oed/oeddoclib.nsf/DocUNIDViewForJavaSearch/F98AB17A1743B72F85

256B120070162D/$file/217_Nepal_Forestry.pdf
6.  参照： http://www.adb.org/Documents/Reports/Indigenous_Peoples/PHI/chapter_4.pdf
7.  途上国の政府（ここではベトナム）の多くが、焼畑農業は森林減少の原因であって、森林管理の一形態

ではないと考えている。これは焼き畑農業に携わる多数の人々や学者の考え方に反している。
8.  慣習法の承認や森林法におけるコミュニティの扱いに関する詳細な議論は、Wollemberg and 

Kartodihardjo （2002）を参照。
9.  森林省（MOF）によると、同省には「コミュニティと権益保有者のパートナーシップ」という 3 番目の

CFM 機構があるが、これは権益保有者のコミュニティ開発への参加を推進するためのもので、コミュ
ニティの森林管理への参加を推進するものではない。したがって住民林業とは何の関係もない。しか
も「hutan adat」など他の形態の住民林業（伝統的森林管理とその権利の承認）がある一方で、それを承
認できるのは摂政管区だけであり、森林省は承認できない。Hutan Adat の詳細は以下を参照： http://
www.worldagroforestrycentre.org/sea/Publications/files/policybrief/PB0013-10.PDF

  さらに、森林省は現在 KPH システム（Kesatuan Pemangkuan Hutan ／森林管理組合）の改訂作業に取り
組んでおり、伝えられるところによると、コミュニティを他の当事者とともに、より大規模で自己治
癒力のある森林管理機構に組み込もうとしているらしい。他の当事者の中には、コミュニティに対し
て伝統的に不利益をもたらしてきた権益保有者も含まれている。KPH の機構は、HKm や HD と同様、
特に CFM の実施を目的として作られたわけではない。したがって、本章ではこれらを扱わない。

10.  同法はインドのほとんどの州と連邦直轄領に適用される。ジャンムー・カシミール州と、林地がすべ
て私有地なので該当する伝統的森林居住民はおらず、同法の適用外であると宣言した州は除外。

11.  Agus Setyarso との 2011 年 9 月 19 日付け私信。
12.  森林法（1993）と森林規則（1995）を参照。
13.  参照： http://www.forestrightsact.com/component/k2/item/download/51
14.  同様の考え方については Agrawal and Ostrom（2001: 489）を参照。
15.  Agus Setyarso との 2011 年 9 月 19 日付け私信。
16.  CFM に関する閣僚会議令第 13 条を参照。以下の URL で閲覧可能： http://faolex.fao.org/docs/pdf/

cam81979.pdf
17.  前述の通り、利用者団体は権力者層による恣意的な決定にも頭を悩ませている。
18.  CFM に関する閣僚会議令第 11 条を参照。以下の URL で閲覧可能： http://faolex.fao.org/docs/pdf/

cam81979.pdf
19.  よく知られた民間のカーボンプロジェクト認証基準 voluntary carbon certifications standards の例として

は、気候変動対策におけるコミュニティ及び生物多様性への配慮に関する企業・NGO 連合（Climate, 
Community and Biodiversity Alliance: CCBA）、Verified Carbon Standard（VCS）、Plan Vivo などの基準がある。

20.  政府（アメリカ等）や国際機関（世界銀行等）は、「自由意思に基づき、十分な情報を与えられた上での
事前の協議（free prior informed consultation: FPIC）」という考え方を提唱している。この場合、地域コミュ
ニティとの協議は行うが、合意を得ることは考慮していない、という理由で批判を浴びている。

21.  実例としてはインドネシアの森林炭素パートナーシップ基金（FCPF）準備計画に対するサウィット
ウォッチのコメントを参照： http://www.forestcarbonpartnership.org/fcp/sites/forestcarbonpartnership.org/
files/Documents/PDF/AMAN_on_Indonesia_R-Plan_0.pdf

22.  参照：

 （a）  ネパールの準備提案書（2010～2013年） http://www.forestcarbonpartnership.org/fcp/sites/forestcarbonpartnership.
org/files/Documents/PDF/Oct2010/R-PP_Nepal_revised_October.pdf 

 （b）  カンボジアの準備提案書（2011年） http://www.forestcarbonpartnership.org/fcp/sites/forestcarbonpartnership.
org/files/Documents/PDF/Mar2011/Cambodia%20R-PP-Final%20Track%20Change%20Version-%20
March%205%2C%202011.pdf 
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 （c）  インドネシアの準備提案書（2009年） http://www.forestcarbonpartnership.org/fcp/sites/forestcarbonpartnership.
org/files/Documents/PDF/Mar2010/Indonesia_Rplan_May2009_with_disclaimer.pdf

23.  カンボジア政府森林局、PACT、CDA（子供開発協会）、仏僧のコミュニティ林業組合、テラ・グロー
バル・キャピタル、ウィリアム・J・クリントン財団、カンボジアの森林と環境に関するテクニカル・
ワーキング・グループ、コミュニティ・フォレスト・インターナショナル等。

24.  Amanda Bradley、PACT Cambodia との私信。
25.  参照： http://www.climate-standards.org/projects/files/cambodia/CCB_PDD_Oddar_Meanchey_NORMAL_RES.pdf
26.  薪を燃やすことは、昔から牛に寄ってくる蚊を追い払う目的で行われている。
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